
結核研究所から送られてきた容器を送り返す 

 

※ゆうパック用のジュラルミンケースにも同様の措置を行っています。 

                2014年 5月 13日 

 

容器の中に感染性物質が入っていないため、危険物ラベルやマークが外から見え

ないように送り返してください。 

     

   

                

    

 

    危険物ラベルやマークが付いた荷物は航空法により危険物申告（危険物ラベルは危

険物申告書の提出）を航空会社に対してしなければなりません。また、事故等によって水

漏れが生じたとき、感染症法では 110 番通報と厚生労働省への届けを行うことになってい

ます。このため感染性物質の入っていない空の容器については危険物ラベルやマークが見

えないように送る必要があります。       
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